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防府市南海トラフ地震防災対策推進計画 新旧対照表 
現 行 修 正 案 備 考 

 

第 1章 総則 

１－２ 南海トラフ巨大地震発生による災害 

（１）地震の発生確率 

 

国の地震調査研究推進本部（文部科学省に設置）地震調査委員会では、今後の地震発生確率を次のとおり評

価している。 

表-１ 今後の地震発生確率 

領域名 
長期評価で予想した地震

規模（マグニチュード） 

地震発生確率 

10年以内 30年以内 50年以内 

南海トラフ Ｍ８～Ｍ９クラス 30％程度 
70％～80％程

度 

90％程度もし

くはそれ以上 

※2020年 1月 1日時点の評価 

 

 

第３章 地震発生時の応急対策等 

３－２ 他機関に対する応援要請 

  （略） 

   なお、山口県内広域消防応援、緊急消防援助隊山口県隊応援等実施計画及び山口県緊急消防援助隊受援計

画に関する事項は、市防災計画（共通編）第３編第４章第３節「広域消防応援・受援」に定めるところにより

行う。 

 

 

第４章 津波からの防護、円滑な避難の確保に関する事項 

４－２ 津波に関する情報の伝達等 

 

主な担当関係部署：防災危機管理課、情報政策課（広報班）、市民活動推進課（出張所班）、 

消防本部 

 

（２）具体的かつ実践的な連携訓練の実施 

広報の方法 ○（略） 

広報の内容 

○（略） 

○避難指示等などの避難に関する情報 

○（略） 

○（略） 

 

４－３ 避難対策等 

 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、 

市民活動推進課（出張所班）、障害福祉課、高齢福祉課、 

子育て支援課、健康増進課、社会福祉課、おもてなし観光課、 

都市計画課、河川港湾課、道路課、建築課、農林漁港整備課、 

教育委員会（学校教育課・教育総務課・生涯学習課） 

 

 

第 1章 総則 

１－２ 南海トラフ巨大地震発生による災害 

（１）地震の発生確率 

 

国の地震調査研究推進本部（文部科学省に設置）地震調査委員会では、今後の地震発生確率を次のとおり評価

している。 

表-１ 今後の地震発生確率 

領域名 
長期評価で予想した地震

規模（マグニチュード） 

地震発生確率 

10年以内 30年以内 50年以内 

南海トラフ ８～９クラス 30％程度 
70％～80％程

度 

90％程度もし

くはそれ以上 

※2021年 1月 1日時点の評価 

 

 

第３章 地震発生時の応急対策等 

３－２ 他機関に対する応援要請 

  （略） 

   なお、山口県内広域消防応援、緊急消防援助隊山口県大隊応援等実施計画及び山口県緊急消防援助隊受援計

画に関する事項は、市防災計画（共通編）第３編第４章第３節「広域消防応援・受援」に定めるところにより

行う。 

 

 

第４章 津波からの防護、円滑な避難の確保に関する事項 

４－２ 津波に関する情報の伝達等 

 

主な担当関係部署：防災危機管理課、広報広聴課（広報班）、地域振興課（出張所班）、 

消防本部 

 

（２）具体的かつ実践的な連携訓練の実施 

広報の方法 ○（略） 

広報の内容 

○（略） 

○避難指示等の避難に関する情報 

○（略） 

○（略） 

 

４－３ 避難対策等 

 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、 

地域振興課（出張所班）、障害福祉課、高齢福祉課、 

子育て支援課、健康増進課、社会福祉課、おもてなし観光課、 

都市計画課、河川港湾課、道路課、建築課、開発建築指導課、農林漁港整備課、 

教育委員会（学校教育課・教育総務課・生涯学習課） 
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現 行 修 正 案 備 考 

（１）平時からの取組 

９）津波浸水想定区域の市民等への周知及び意識啓発 

事前に周知 

す る 内 容 

○（略） 

○（略） 

○（略） 

○（略） 

○避難の勧告・指示の伝達方法 

○（略） 

○（略） 

（集団避難、防火、防犯、持出品、服装、車の使用の禁止等） 

 

 

（２）地震・津波発生時の対応 

 ４）避難場所等の開設・運営 

  ②災害状況把握後の避難所の開設 

（略） 

   また、応急危険度判定を速やかに行えるよう、市防災計画（共通編）第３編第 12章第１節「応急危険度判

定」に定めるところにより行う。 

  

④避難所の運営 

    避難場所等の開設、各避難場所等との連絡体制、避難者名簿の作成等及び避難場所等の運営体制を確立

し、衛生環境の維持、情報提供、要配慮者支援、生活環境の維持、ペットの適正な飼育の指導や支援、物資

供給、防犯対策等の避難場所等の管理・運営を行うよう、市防災計画（共通編）第３編第８章第４節「避難

場所等の設置・運営」に定めるところにより行う。 

 

 

第５章 時間差発生等における円滑な避難の確保等 

５－２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震）が発表された場合における災害応急対策に係る

措置 

（８）水道、電気、ガス、通信放送関係 

 ３ ガス 

 （１）（略） 

 （２）指定地方公共機関山口合同ガス（株）が行う措置 

必要なガスを供給する体制を確保するものとし、【市防災計画（共通編）第３編第２３章第３節】に準ずる

措置及び当機関が策定する推進計画に定める措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）平時からの取組 

９）津波浸水想定区域の市民等への周知及び意識啓発 

事前に周知 

す る 内 容 

○（略） 

○（略） 

○（略） 

○（略） 

○避難指示の伝達方法 

○（略） 

○（略） 

（集団避難、防火、防犯、持出品、服装、車の使用の禁止等） 

 

 

（２）地震・津波発生時の対応 

 ４）避難場所等の開設・運営 

  ②災害状況把握後の避難所の開設 

（略） 

    また、市防災計画（共通編）第３編第 12 章第１節「応急危険度判定」に定めるところにより、速やかに

応急危険度判定を行う。 

 

  ④避難所の運営 

    市は、避難場所等の開設、各避難場所等との連絡体制、避難者名簿の作成等及び避難場所等の運営体制を

確立し、衛生環境の維持、情報提供、要配慮者支援、生活環境の維持、ペットの適正な飼育の指導や支援、

物資供給、防犯対策等の避難場所等の管理・運営について、市防災計画（共通編）第３編第８章第４節「避

難場所等の設置・運営」に定めるところにより行う。 

 

 

第５章 時間差発生等における円滑な避難の確保等 

５－２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震）が発表された場合における災害応急対策に係る

措置 

（８）水道、電気、ガス、通信放送関係 

 ３ ガス 

 （１）（略） 

 （２）指定地方公共機関山口合同ガス（株）が行う措置 

必要なガスを供給する体制を確保するものとし、【市防災計画（共通編）第３編第２３章第２節】に準ずる

措置及び当機関が策定する推進計画に定める措置を講じる。 
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現 行 修 正 案 備 考 

第７章 防災訓練計画 

７－１ 防災訓練計画 

 

（２）具体的かつ実践的な連携訓練の実施 

主な連携訓練 

○要員参集訓練及び市本部運営訓練  

○要配慮者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練  

○津波警報等又は南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の情報収集、伝

達訓練 

○災害の発生の状況、避難勧告・指示、自主避難による各避難場所等への避難者の

人数等について、迅速かつ的確に県及び防災関係機関に伝達する訓練 

 

 

 

第８章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

８－１ 地震防災上必要な教育に関する計画 

 

主な担当関係部署：防災危機管理課、消防本部、教育委員会（学校教育課、生涯学習課）、 

健康増進課、高齢福祉課、障害福祉課、社会福祉課、市民活動推進課、 

生活安全課、おもてなし観光課、建築課、 

文化・スポーツ課 

 

 

 

８－２ 相談窓口の設置 

主な担当関係部署：建築課、都市計画課、防災危機管理課、消防本部 

 

 

 

第７章 防災訓練計画 

７－１ 防災訓練計画 

 

（２）具体的かつ実践的な連携訓練の実施 

主な連携訓練 

○要員参集訓練及び市本部運営訓練  

○要配慮者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練  

○津波警報等又は南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の情報収集、伝

達訓練 

○災害の発生の状況、避難指示、自主避難による各避難場所等への避難者の人数等

について、迅速かつ的確に県及び防災関係機関に伝達する訓練 

 

 

 

第８章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

８－１ 地震防災上必要な教育に関する計画 

 

主な担当関係部署：防災危機管理課、消防本部、教育委員会（学校教育課、生涯学習課）、 

健康増進課、高齢福祉課、障害福祉課、社会福祉課、地域振興課、 

生活安全課、おもてなし観光課、開発建築指導課、 

文化・スポーツ課 

 

 

 

８－２ 相談窓口の設置 

主な担当関係部署：防災危機管理課、開発建築指導課、都市計画課、消防本部 
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